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一般会計等財務書類における注記 

１．重要な会計方針 

（１）有形固定資産等の評価基準及び評価方法 

① 有形固定資産･･････････････････････････････取得原価 

      ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。 

ア 昭和５９ 年度以前に取得したもの･･･････････再調達原価 

       ただし、道路、河川及び水路の敷地は備忘価額１円としています。 

イ 昭和６０年度以後に取得したもの 

       取得原価が判明しているもの････････････････取得原価 

       取得原価が不明なもの･･････････････････････再調達原価 

       ただし、取得原価が不明な道路、河川及び水路の敷地は備忘価額１円としてい 

ます。 

② 無形固定資産･･････････････････････････････取得原価 

ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。 

       取得原価が判明しているもの････････････････取得原価 

       取得原価が不明なもの･･････････････････････再調達原価 

 

（２）有価証券等の評価基準及び評価方法 

① 満期保有目的有価証券･･････････････････････償却原価法（定額法） 

② 満期保有目的以外の有価証券 

ア 市場価格のあるもの･･････････････････････会計年度末における市場価格 

（売却原価は移動平均法により算定） 

イ 市場価格のないもの････････････････････取得原価（又は償却原価法（定額法）） 

③ 出資金 

ア 市場価格のあるもの･･････････････････････会計年度末における市場価格 

（売却原価は移動平均法により算定） 

イ 市場価格のないもの･･････････････････････出資金額 

 

（３）有形固定資産等の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除きます。）･････････定額法 

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。 

建物   ６年～５０年 

工作物  ５年～６０年 

物品   ３年～２０年 

② 無形固定資産（リース資産を除きます。）･････････定額法 

（ソフトウェアについては、当市における見込利用期間（５年）に基づく定額法

によっています。） 

③ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産（リース期間が 1 年以内

のリース取引及びリース契約 1件あたりのリース料総額が 300 万円以下のファイ

ナンス・リース取引を除きます）･･････････自己所有の固定資産に適用する減価

償却方法と同一の方法 
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（４）引当金の計上基準及び算定方法 

① 徴収不能引当金 

未収金については、過去５年間の平均不納欠損率により、徴収不能見込額を計上

しています。 

長期延滞債権については、過去５年間の平均不納欠損率により、徴収不能見込額

を計上しています。 

 

② 退職手当引当金 

期末自己都合要支給額を計上しています。 

 

③ 賞与等引当金 

翌年度６月支給予定の期末手当及び勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費相 

当額の見込額について、それぞれ本会計年度の期間に対応する部分を計上してい

ます。 

 

（５）リース取引の処理方法 

① ファイナンス・リース取引 

ア  所有権移転ファイナンス・リース取引（リース期間が１年以内のリース取引及

びリース料総額が３００万円以下のファイナンス・リース取引を除きます。） 

通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。 

イ ア以外のファイナンス・リース取引 

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。 

 

② オペレーティング・リース取引 

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。 

 

（６）資金収支計算書における資金の範囲 

現金（手許現金及び要求払預金）及び現金同等物 

なお、現金及び現金同等物には、出納整理期間における取引により発生する資金の

受払いを含んでいます。 

 

（７）その他財務書類作成のための基本となる重要な事項 

① 物品及びソフトウェアの計上基準 

物品については、取得価額又は見積価格が５０万円（美術品は３００万円）以上

の場合に資産として計上しています。 

ソフトウェアについても物品の取扱いに準じています。 

 

② 資本的支出と修繕費の区分基準 

資本的支出と修繕費の区分基準については、金額が６０万円未満であるとき、又

は固定資産の取得価額等のおおむね１０％未満相当額以下であるときに修繕費と

して処理しています。 
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２．重要な会計方針の変更等 

（１）会計方針の変更 

    変更はありません。 

 

（２）表示方法の変更 

   変更はありません。 

 

（３）資金収支計算書における資金の範囲の変更 

   変更はありません。 

 

３．重要な後発事象 

（１）主要な業務の改廃 

該当ありません。 

 

（２）組織・機構の大幅な変更 

該当ありません。 

 

（３）地方財政制度の大幅な改正 

該当ありません。 

 

（４）重大な災害等の発生 

該当ありません。 

 

（５）その他重要な後発事象 

該当ありません。 

 

４．偶発債務 

（１）保証債務及び損失補償債務負担の状況 

小口事業資金及び商工業振興資金について、埼玉県信用保証協会が行う市町村制度

金融保証の債務の保証の引き受けに係る損失補償契約を締結しております。 

 

（２）係争中の訴訟等で損害賠償等の請求を受けているもの 

係争中の訴訟等で損害賠償等の請求を受けている主なものは次のとおりです。  

 

東京高等裁判所令和 2年(行コ)第 116 号      

処分無効確認請求控訴事件   16,288,579 円 

 

（３）その他主要な偶発債務 

該当ありません。 
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５．追加情報 

（１）財務書類の内容を理解するために必要と認められる事項 

① 一般会計等財務書類の対象範囲は次のとおりです。 

一般会計 

 

② 一般会計等と普通会計の対象範囲等に差異はありません。 

 

③ 地方自治法第 235 条の 5 に基づき、出納整理期間を設けられている団体（会計）

においては、出納整理期間における現金の受払い等を終了した後の計数をもって

会計年度末の計数としています。 

なお、出納整理期間を設けていない団体（会計）と出納整理期間を設けている団

体（会計）との間で、出納整理期間に現金の受払い等があった場合は、現金の受

払い等が終了したものとして調整しています。 

 

④ 地方公共団体の財政の健全化に関する法律における健全化判断比率の状況は、次

のとおりです。 

実質赤字比率         －％ 

連結実質赤字比率       －％ 

実質公債費比率     ３．７％ 

将来負担比率      ９．２％ 

 

⑤ 繰越事業に係る将来の支出予定額  953,234,047 円 

 

 ⑥ 過年度修正等に関する事項 

    該当ありません。 

 

（２）貸借対照表に係る事項 

① 売却可能資産の範囲及び内訳は、次のとおりです。 

ア 範囲  

普通財産のうち活用が図られていない公共資産 

 

イ 内訳                            （単位：円）  

資産負債区分名称 貸借対照表における簿価 
令和 3 年 3 月 31 日時点 

における売却可能額 

事業用資産／土地 1,238,728,552 850,959,182 

インフラ資産／土地 7,559,852 4,270,580 

合計 1,246,288,404 855,229,762 

売却可能価額は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律における評価方法によっ

ています。 
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② 地方公共団体の財政の健全化に関する法律における将来負担比率の算定要素は、

次のとおりです。                   （単位：千円） 

標準財政規模                       17,373,619 

算入公債費等の額  2,616,006 

将来負担額 36,178,759 

充当可能基金額  4,890,801 

充当可能特定歳入  4,300,379 

基準財政需要額算入見込額 25,625,231 

 

③ 地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約で貸借対照表に計上されたリー

ス債務金額 

固定負債    327,772,459 円 

流動負債    154,292,109 円 

合計      482,064,568 円 

 

④ 管理者と所有者が異なる指定区間の一級河川等は次のとおりです。なお、当該資

産は貸借対照表の資産に計上しておりません。 

・指定区間の一級河川等（武蔵水路に架かる橋りょう） 

 

工作物（インフラ資産）  （単位：円） 

資産名称 取得価額等 減価償却累計額 現在簿価 

2-12 東水橋 38,675,000  38,674,999  1  

2-13 四谷新橋 24,573,500  3,341,992  21,231,508  

2-14 赤城橋 24,573,500  3,341,992  21,231,508  

5-32 勝呂橋 57,489,600  7,818,584  49,671,016  

7-2 堀の内橋 92,462,440  12,574,888  79,887,552  

7-3 南大橋 129,830,680  17,656,968  112,173,712  

7-4 新大橋 236,385,000  236,384,999  1  

7-1 富士見橋 122,165,400  14,537,677  107,627,723  

9-49 弥生橋 38,326,400  36,486,688  1,839,712  

9-51 末広橋 38,326,400  36,486,688  1,839,712  

5-34 芝原橋 38,326,400  36,486,688  1,839,712  

7-8 聖天木橋 125,750,000  125,749,999  1  

9-56 並木橋 38,326,400  36,486,688  1,839,712  

9-48 鴻池橋 23,954,000  22,804,208  1,149,792  

9-50 栄橋 24,367,000  2,899,673  21,467,327  

4-1 東橋 38,491,600  4,580,499  33,911,101  

5-35 北大橋 58,480,800  6,959,211  51,521,589  

5-33 若田橋 23,850,750  22,705,872  1,144,878  

4-2 新川橋 24,367,000  2,899,673  21,467,327  

4-3 小見橋 103,750,000  103,749,999  1  

7-5 神明橋 23,954,000  22,804,208  1,149,792  

7-6 両神橋 23,954,000  22,804,208  1,149,792  

7-7 天神橋 61,173,560  58,237,200  2,936,360  
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7-9 埼玉橋 23,954,000  2,850,526  21,103,474  

9-47 元成田橋 86,730,000  82,566,960  4,163,040  

9-52 瑞穂橋 23,954,000  22,804,208  1,149,792  

9-53 中通橋 23,954,000  2,850,526  21,103,474  

9-54 常盤橋 45,512,600  5,415,998  40,096,602  

9-55 代官橋 23,954,000  22,804,208  1,149,792  

9-57 一之橋 23,954,000  22,804,208  1,149,792  

9-58 二之橋 23,954,000  22,804,208  1,149,792  

4-77 棒川新橋 28,455,700  2,418,730  26,036,970  

合計 1,715,975,730  1,063,793,173  652,182,557  

 

（３）純資産変動計算書に係る事項 

純資産における固定資産等形成分及び余剰分（不足分）の内容 

① 固定資産等形成分 

固定資産の額に流動資産における短期貸付金及び基金等を加えた額を計上して 

います。 

② 余剰分（不足分） 

純資産合計額のうち、固定資産等形成分を差し引いた金額を計上しています。 

 

（４）資金収支計算書に係る事項 

① 基礎的財政収支               1,833,620,873 円 

   算定式：業務活動収支（支払利息支出を除く） 

             ＋投資活動収支（基金積立支出及び基金取崩収入を除く） 

 

   〇業務活動収支（支払利息支出を除く）    3,448,882,550 円 

    ・業務活動収支              3,344,515,858 円 

    ・支払利息支出               104,366,692 円 

 

  〇投資活動収支              △1,615,261,677 円 

（基金積立支出及び基金取崩収入を除く）  

   ・投資活動収支             △1,760,880,214 円 

・基金積立金支出              159,355,294 円 

・基金取崩収入                13,736,757 円 
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② 既存の決算情報との関連性                  （単位：円） 

  収入（歳入） 支出（歳出） 

歳入歳出決算書 36,239,004,132 34,597,137,161 

財務書類の対象となる会計の範囲の相

違に伴う差額 
0 0 

繰越金に伴う差額 932,180,688 0 

資金収支計算書 35,306,823,444 34,597,137,161 

地方自治法第 233 条第 1 項に基づく歳入歳出決算書は「一般会計」を対象範囲とし

ているのに対し、資金収支計算書は「一般会計等」を対象範囲としていますが、財務

書類の対象となる会計の範囲と相違はないため差額は発生しておりません。また、繰

越金については、歳入歳出決算書では収入として計上しますが、公会計上では計上し

ないために、その分だけ相違します。 

 

③ 資金収支計算書の業務活動収支と純資産変動計算書の本年度差額との差額の内訳 

（単位：円） 

業務活動収支                              3,344,515,858 

投資活動収入の国県等補助金収入                 203,024,000 

未収債権、未払債務等の増加        706,540,475 

減価償却費                                  △ 2,630,141,283 

賞与等引当金繰入額 △ 339,668,502 

退職手当引当金繰入額                          △ 289,223,203 

徴収不能引当金繰入額                           △ 23,107,430 

資産除売却損                              △ 18,015,229 

資産売却益                                15,552,847 

純資産変動計算書の本年度差額                  969,477,533 

 

④ 一時借入金 

資金収支計算書上、一時借入金の増減額は含まれていません。 

一時借入金の限度額 800,000 千円 

 

⑤ 重要な非資金取引 

有形固定資産の無償取得（寄付受）の額   15,486,044 円 

 


